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緊急事態宣言、まん延防止措置の 5 月 31 日までの延長を踏まえたイベントの開催方針 

No 現行版 5/11改定 改定ポイント 

 1  プロトコル３ Ｊクラブの活動段階と、公式検査 

Ⅴ.イベント開催制限の段階的緩和の目安 

最新の政府方針 

（令和 3 年 4 月 23 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意事項

等について 

（令和 3 年 4 月 16 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる 「ゴールデン

ウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について 

（令和 3 年 4 月 1 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意事項等について 

（令和 3 年 3 月 19 日付事務連絡） 

緊急事態宣言解除後の１都３県における催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意

事項等について 

（令和 3 年 3 月 5 日付事務連絡） 

緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限,施設の使用制限等にかかる留意

事項等について 

（令和 3 年 2 月 26 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等

について 

 

プロトコル３ Ｊクラブの活動段階と、公式検査 

Ⅴ.イベント開催制限の段階的緩和の目安 

最新の政府方針 

（令和 3 年 5 月 7 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等に

ついて 

（令和 3 年 4 月 23 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意

事項等について 

（令和 3 年 4 月 1 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意事項等

について 

（令和 3 年 3 月 5 日付事務連絡） 

緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限,施設の使用制限等に

かかる留意事項等について 

（令和 3 年 2 月 26 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意

事項等について 

 

⚫ 令和 3 年 5 月 7 日付内

閣官房コロナ室の事務連

絡をふまえ改定 

⚫ 5 月 12 日以降、緊急事

態宣言対象区域は収容

率 50 ％ 、 上 限 人 数

5,000 人、21 時までの

営業時間とする変更を反

映 

⚫ ただし、自治体によってより

厳しい制限が要請される

場合がある、と記され、大

阪府は引き続き無観客で

の試合開催となる 
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注意：J リーグは「大声あり」の区分に該当する。現在、声を出しての応援行為は J リーグ全体で禁止している。 

 

1.緊急事態宣言対象区域（特定都道府県ともいう。以下、緊急事態

宣言対象区域に統一）におけるイベント制限のあり方（抜粋） 

 

催物の開催制限 

特定都道府県 

催物の開催制限の目安等 

• 社会生活の維持に必要なものを除き、原則として、法第 24

条第９ 項に基づき、無観客での開催を要請すること。 

• 営業時間は無観客で開催される場合に限り、特段の制約を

設けないものとすること。 

• 本目安は、感染拡大を速やかに抑える観点から、5 月 11

日までの緊急事態宣言期間中、原則全ての催物・集会につ

いて適用すること。ただし、無観客化・延期等を実施すると多

大な混乱が生じてしまう場合も想定されることから、このような

事態と主催者が判断する場合には、例外的に、4 月 25 日

 
注意：J リーグは「大声あり」の区分に該当する。現在、声を出しての応援行為は J リーグ全体で禁止している。 

 

1. 緊急事態宣言対象区域におけるイベント制限のあり方（抜粋） 

（特定都道府県ともいう。以下、J リーグで用いる場合は緊急事態宣言対

象区域に統一） 

 

特定都道府県 

催物の開催制限の目安等 

• 基本的対処方針の三（３）２）に基づき、５月１２日からの

催物開催の目安は 5,000 人を上限とすること。 

• 催物開催に当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後

の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することと

し、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断

すること。 

• 催物の主催者等に対し、参加者等の直行・直帰を確保するため

に必要な周知・呼びかけ等を徹底させること。 

• スマートフォンを活用した接触確認アプリ（COCOA）について、

検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシ
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から直ちに無観客化・延期等を実施しないこととして差し支え

ないこともあること。ただし、この場合、催物の主催者は、該当

の特定都道府県及び国の双方に相談の上、進めることとす

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．まん延防止措置重点措置区域におけるイベント制限のあり方（抜粋） 

• 5,000 人を上限とすること。 

• 上記人数要件に加え、収容率の目安として、令和 2 年 11 月

12 日付け事務連絡 1．（1）②のとおり取り扱うこと。 

ーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、民間企業・団体

等の幅広い協力を得て、引き続き普及を促進すること。 

• 地域の感染状況等を踏まえ、21 時までを目安に営業時間の短

縮の要請を行うこと。 

• 無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請

対象とする必要はない。 

• 本事務連絡が発出された日から、最大３日間の周知期間終了

時点までにチケット販売が開始された催物（優先販売など、名

前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの）

は、目安を満たさずともチケットをキャンセル不要と扱うこと。ただ

し、周知期間終了後から、上記を満たさないチケットの新規販売

を停止すること。 

• 上記周知期間後に販売開始されるものは、上記を満たすこと。 

 

 

2. まん延防止措置重点措置区域におけるイベント制限のあり方（抜

粋） 

• 5,000 人を上限とすること。 

• 上記人数要件に加え、収容率の目安として、令和 2 年 11 月

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
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• 営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働

きかけ等を踏まえ、各知事が適切に判断すること。 

• 本目安は、本事務連絡が発出された日から最大 4 日間の周

知期間を経て、その翌日から適用すること。具体的には、チケッ

ト販売時期等に応じ、次のとおりとすること。 

• 周知期間終了時点までにチケット販売が開始された催物（優

先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始

されているもの）周知期間終了までに販売されるチケットは、各

府県が適用している目安を超えない限りにおいてキャンセル不要

と扱うこと。周知期間終了後は（本目安が適用された日）か

ら、本目安を超過するチケットの新規販売を停止すること。 

 

3.その他の区域におけるイベント制限のあり方 

令和 3 年 4 月 26 日付事務連絡より抜粋 

その他の道県 

令和 2 年 11 月 12 日付け事務連絡１．のとおり目安等を取り扱

うこと。  

 

12 日付け事務連絡 1．（1）②のとおり取り扱うこと。 

• 営業時間の目安について、地域の感染状況、施設の要請・働き

かけ等を踏まえ、各知事が適切に判断すること。 

• 無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請

対象とする必要はない。 

• 本事務連絡が発出された日から、最大 3 日間の周知期間終了

時点までにチケット販売が開始された催物（優先販売など、名

前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの）

は、従来、各都道府県がそれぞれ適用していた目安を越えない

限りにおいて、上記は適用せず、チケットをキャンセル不要と扱うこ

と。ただし、周知期間終了後から、上記を満たさないチケットの新

規販売を停止すること。周知期間後に販売開始されるものは、

上記を満たすこと。 

 

3. その他の区域におけるイベント制限のあり方（抜粋） 

令和 2 年 11 月 12 日付け事務連絡１．のとおり目安等を取り扱う

こと。  

 

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
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27. Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策 

(1) 入場者数の制限、ビジター席の考え方 

① 緊急事態宣言対象区域で試合を行う場合、リモートマッチ

（無観客試合）で開催する 

4. 留意事項（抜粋） 

本目安については、各都道府県において、感染状況に応じて、国とし

て示した目安より厳しい基準を設定しうることに留意し、各地域の感 

染状況等に応じて、各都道府県が適切に判断すること。 

 

5. 施設の使用制限等 

• 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等（第 45 条第 2

項等）（Ⅰ）飲食店（第 14 号） 特定都道府県は、基本

的対処方針三（3）3）に基づき、法第 45 条第 2 項等に基

づく、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店（酒類及びカラオ

ケ設備の提供（利用者による酒類の店内持込み を含む。）を

取り止める場合を除く。）に対して休業要請を行うとともに、上記

以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対し て、20 時ま

での営業時間の短縮の要請を行うこと。 

• 重点措置区域である都道府県は、（Ⅰ）飲食店（第 14

号）宅配・テイクアウトを除き、原則として、20 時までの営業時

間 の短縮（酒類の提供は 11 時から 19 時まで）を要請する

こと。また、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断

により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、

酒類の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む。）を行

わないよう要請すること。 

 

27. Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策 

(1) 入場者数の制限、ビジター席の考え方 

① 緊急事態宣言対象区域とまん延防止等重点措置区域で

は、Ｊリーグスタジアム基準に定める入場可能数※（以

下、入場可能数）の上限 5,000 人もしくは 50％の少な
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② まん延防止等重点措置区域では、Ｊリーグスタジアム基

準に定める入場可能数※（以下、入場可能数）の上限

5,000 人もしくは 50％の少ないほうを適用する 

③ ①②の地域における 5 月 12 日以降の入場者数の制限

に関する方針は別途決定し通知する 

④ ①②を除く地域において、入場可能数は 50％を上限とし

て開催する 

⑤ ホームまたはビジタークラブの両方、もしくはいずれかの所在

地（ホームクラブの場合は開催地）が緊急事態宣言区

域の場合は、ビジター席は設置しない 

⑥ まん延防止等重点措置区域にあるクラブ、または券売期

間に政府方針やガイドラインが更新され、急な変更が不可

能な場合は、ビジター席は任意とする 

⑦ ホームまたはビジタークラブの両方、もしくはいずれかの所在

地（ホームクラブの場合は開催地）がまん延防止等重点

措置区域にある場合、ビジター席の設置は、事前に自治

体の見解を十分に確認したうえで決定すること 

⑧ 座席は飛沫・接触リスクに配慮し、1 席以上の間隔をあけ

る。なお、5 名以内の同一グループにおいては、隣同士の

着席が認められるが、その場合は前後の列を同席ずつあけ

る 

⑨ Ｊリーグは、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が

全国的に解除された際に、全クラブが必ずビジター席を設

けるべき期間を指定する。リーグが指定する時期以降は、

発売チケット数の 3%を下限として必ず設けなければなら

ないこととする。Ｊリーグは、ビジター席の設置を必須とする

いほうを適用する。ただし自治体により、より強い制限を要

請されている場合は、自治体の要請に従うものとする。 

② ①を除く地域において、入場可能数は 50％を上限として開

催する 

③ ホームまたはビジタークラブの両方、もしくはいずれかの所在

地（ホームクラブの場合は開催地）が緊急事態宣言区域

の場合は、ビジター席は設置しない 

④ まん延防止等重点措置区域にあるクラブ、または券売期間

に政府方針やガイドラインが更新され、急な変更が不可能

な場合は、ビジター席は任意とする 

⑤ ホームまたはビジタークラブの両方、もしくはいずれかの所在

地（ホームクラブの場合は開催地）がまん延防止等重点

措置区域にある場合、ビジター席の設置は、事前に自治体

の見解を十分に確認したうえで決定すること 

⑥ 座席は飛沫・接触リスクに配慮し、1 席以上の間隔をあけ

る。なお、5 名以内の同一グループにおいては、隣同士の着

席が認められるが、その場合は前後の列を同席ずつあける 

⑦ Ｊリーグは、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が全

国的に解除された際に、全クラブが必ずビジター席を設ける

べき期間を指定する。リーグが指定する時期以降は、発売

チケット数の 3%を下限として必ず設けなければならないこと

とする。Ｊリーグは、ビジター席の設置を必須とする指定日

時を、指定日時の 14 日以上前を目安にクラブに告知する

（2021 年 5 月 11 日時点では未定） 

⑧ 自治体独自で緊急事態宣言や経過措置が講じられている

場合、具体的なイベント制限の方針がある場合は原則とし

て自治体の方針に従う。特段の方針が示されていない場合
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指定日時を、指定日時の 14 日以上前を目安にクラブに

告知する（2021 年 4 月 27 日時点では未定） 

⑩ 自治体独自で緊急事態宣言や経過措置が講じられてい

る場合、具体的なイベント制限の方針がある場合は原則

として自治体の方針に従う。特段の方針が示されていない

場合は、自治体と協議のうえで決定する。該当する場合

は、相手チームならびにＪリーグへ報告すること 

 

※ 入場可能数：Ｊリーグスタジアム基準に定めるホームゲー

ム開催時に入場可能な人数 

※ 芝生席や立ち見席は、安全性等についてＪリーグが検査

し、特段の支障がないと認められる場合には観客席とみな

すことができる。観客席とみなされた場合は入場可能数に

加えることができる。 

は、自治体と協議のうえで決定する。該当する場合は、相

手チームならびにＪリーグへ報告すること 

 

※ 入場可能数：Ｊリーグスタジアム基準に定めるホームゲーム

開催時に入場可能な人数 

※ 芝生席や立ち見席は、安全性等についてＪリーグが検査

し、特段の支障がないと認められる場合には観客席とみなす

ことができる。観客席とみなされた場合は入場可能数に加え

ることができる。 

 

 

 2  プロトコル 7  制限付きの試合開催 

XXIX. 制限の考え方  

152.各プロトコルの運用（2021 年 4 月 27 日時点） 

プロトコル 7 に記載の全てのカテゴリーで厳戒態勢を適用する。ただし、緊

急事態宣言対象区域でホームゲームを開催する場合は、プロトコル 6

（無観客での開催）を適用する。 

 

 

最新の政府方針 

（令和 3 年 4 月 23 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意事項

等について 

（令和 3 年 4 月 16 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる 

プロトコル 7  制限付きの試合開催 

XXIX. 制限の考え方 

152.各プロトコルの運用（2021 年 5 月 11 日時点） 

プロトコル 7 に記載の全てのカテゴリーで厳戒態勢を適用する。ただし、緊急

事態宣言対象区域で開催する際は、リモートマッチの場合はプロトコル 6

（無観客での開催）を適用し、有観客での開催時はチケッティングのプロト

コル、ファン・サポーターのプロトコルのみ超厳戒体制を適用する 

（政府通達の内容はプロトコル 3 を参照のこと）。 

 

 

 

 

 

 

⚫ 政府方針の変更に基づく

改定 

https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/2021/25.pdf
https://www.jleague.jp/docs/aboutj/regulation/2021/25.pdf
file:///C:/Users/yesaki/Dropbox%20(JLEAGUE)/My%20PC%20(0LKSC48143)/Desktop/プロトコル作業用/0427内部更新作業/理事会/【内部用】新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン_21年4月27日付改定.docx%23_プロトコル6_：_無観客での試合開催
file:///C:/Users/yesaki/Dropbox%20(JLEAGUE)/My%20PC%20(0LKSC48143)/Desktop/プロトコル作業用/0427内部更新作業/理事会/【内部用】新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン_21年4月27日付改定.docx%23_プロトコル6_：_無観客での試合開催
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf
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「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について 

（令和 3 年 4 月 1 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意

事項等について 

（令和 3 年 3 月 19 日付事務連絡）： 

緊急事態宣言解除後の１都３県における催物の開催制限、 施設の使用制

限等に係る留意事項等について 

（令和 3 年 3 月 5 日付事務連絡） 

緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限,施設の使用制

限等にかかる留意事項等について 

（令和 3 年 2 月 26 日付事務連絡） 

基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事

項等について 

 
 

 

153.イベント制限の考え方と手続き 

 (1) Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防

止策 

プロトコル 3  27.参照 

 (2) 段階的な緩和の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J リーグの対応方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153.イベント制限の考え方と手続き 

 (1) Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防

止策 

プロトコル 3  27.参照 

 (2) 段階的な緩和の手続き 

https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210319.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
file:///C:/Users/yesaki/Dropbox%20(JLEAGUE)/My%20PC%20(0LKSC48143)/Desktop/プロトコル作業用/0427内部更新作業/理事会/【内部用】新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン_21年4月27日付改定.docx%23_Ｊリーグにおける入場者数の制限の考え方と前提となる感染防止策
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① ステップ１を「緊急事態区域」、ステップ２を「まん延防止

区域」、ステップ 3 を「経過措置区域」、ステップ 4 を「その

他の区域」とし、段階的にステップアップをする際、クラブはリ

ーグへ所定のリポートを提出し、ガイドラインを遵守し感染

対策のもとで安全に運営されることを示す 

② ステップアップを希望する対象試合の直前のホームゲームを

対象に、所定のリポートをリーグへ提出する 

(ア) 試合翌日の 14 時を提出期限とする。専用フォームを

使用する。 

(イ) リポートが未提出の場合や、提出された内容や運営に

著しく改善を要する内容が含まれていた場合、Ｊリーグ

はステップアップを保留する場合がある。ステップアップを

保留する場合は、リポートの受理後、原則 2 営業日以

内に当該クラブへ通知する。 

 (3) 営業時間、アルコール販売等 

まん延防止区域や経過措置区域で試合を開催する場合、自

治体が要請する営業時間や酒類提供時間を遵守する 

① ステップ１を「緊急事態区域」、ステップ２を「まん延防止区

域」、ステップ 3 を「経過措置区域」、ステップ 4 を「その他の

区域」とし、段階的にステップアップをする際、クラブはリーグへ

所定のリポートを提出し、ガイドラインを遵守し感染対策のも

とで安全に運営されることを示す 

② ステップアップを希望する対象試合の直前のホームゲームを

対象に、所定のリポートをリーグへ提出する 

(ア) 試合翌日の 14 時を提出期限とする。専用フォームを使

用する。 

(イ) リポートが未提出の場合や、提出された内容や運営に著

しく改善を要する内容が含まれていた場合、Ｊリーグはス

テップアップを保留する場合がある。ステップアップを保留す

る場合は、リポートの受理後、原則 2 営業日以内に当

該クラブへ通知する。 

 (3) 営業時間、アルコール販売等 

① 緊急事態宣言区域で開催する場合、キックオフ時刻は 19

時までとする。また食事の提供は 20 時まで、アルコールの持

ち込み、提供は禁止とする（ただし、ノンアルコール飲料の

提供は可とする。以下同じ） 

② まん延防止等重点措置区域で開催する場合、食事の提

供は 20 時まで、アルコールの提供は 19 時までとする。 

③ ①②を除く区域においても、自治体の要請に基づき営業時

間や食事・アルコールの提供に関する具体的な制限が加わ

る場合は要請に従うこと 
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 3  XXX. チケッティング 

厳戒体制（緩和された制限） 

2. 上限は入場可能数の 50%までとする。 

 

XXX. チケッティング 

厳戒体制（緩和された制限） 

2. 上限は入場可能数の 50%までとする。ただし、まん延防止措置等重

点措置の区域で開催する場合は、上限を 5,000 人までとする 

 

⚫ 政府方針の変更に伴う改

定 

 4  XXXII. 会場運営 

厳戒体制（緩和された制限） 

6. 場内／場外売店／チケット販売所 

 (1) 飲食・グッズの販売・当日券販売は容認される。アルコール販売は容

認されるが、緊急事態宣下の地域またはそれに準じる宣言が発令さ

れている地域において、提供は 11 時から 19 時までとするに従い実

施する 

• 提供有無や提供方法は主管クラブが判断する。 

• 提供の際は、応援マナーの遵守の呼びかけを強化する。 

 (2) チケット販売所の設置は容認される 

 (3) 販売員は、マスク・手袋を着用する 

 

XXXII. 会場運営 

厳戒体制（緩和された制限） 

6. 場内／場外売店／チケット販売所 

 (1) 飲食・グッズの販売・当日券販売・アルコール販売は容認されるが、

「153.イベント制限の考え方と手続き」に従い実施する 

• 提供有無や提供方法は主管クラブが判断する。 

• 提供の際は、応援マナーの遵守の呼びかけを強化する。 

 (2) チケット販売所の設置は容認される 

 (3) 販売員は、マスク・手袋を着用する 

 

⚫ アルコールの提供に関する

方針は 153 条へ集約 

 5  XXXIV. 来賓対応 

厳戒体制（緩和された制限） 

3. ケータリング 

ドリンク提供はサーブするスタッフを配置する、もしくは、ペットボトルで

提供する。（アルコールの提供も容認されるが、緊急事態宣下の地

域またはそれに準じる宣言が発令されている地域においては提供は

11 時から 19 時までとする）。 

 

XXXIV. 来賓対応 

厳戒体制（緩和された制限） 

3. ケータリング 

ドリンク提供はサーブするスタッフを配置する、もしくは、ペットボトルで提

供する。その場合、「153.イベント制限の考え方と手続き」に従い実施

する 

 

⚫ アルコールの提供に関する

方針は 153 条へ集約 


